
令和 5年 8月吉日 

お取引先 各位 

株式会社 山梨中央広告社 

 

「韮崎新聞販売センター・マルハク北部店 新店開業含む配布区域見直しのお知らせ」 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

さて、標題の件でございますが 10 月 1 日(日曜日)朝刊より、折込料金改定のタイミングに

て、韮崎新聞販売センターとマルハク北部店の両店で、エリア編成と新店舗開業がございます。 

韮崎新聞販売センターでは、甲斐市へ新たに「韮崎新聞販売センター塩崎」(850枚)を開業

します。韮崎市本店の韮崎新聞販売センターで配布していた北杜市エリア分(明野 350 枚・須

玉 50枚)を今後「韮崎新聞販売センター須玉」にて配布致します。 

又、マルハク北部店については配布エリアの見直しがあり、今まで韮崎市エリア分として配

布してきましたが、今後は北杜市分としての配布エリアになり、折込料金についても北杜市料

金が適用となります。 

つきましては、10 月 1 日(日曜日)朝刊の折込分より下記の通りになりますので、お手数で

はございますがお手元の資料等のご変更をお願い申し上げます。 

敬具 

 

記 

 

１．「韮崎新聞販売センター 新店開業含む配布エリア見直し」 

・（旧）韮崎新聞販売センター 

（韮崎市 4,700枚、甲斐市双葉 850枚、北杜市明野町 350枚、北杜市須玉町 50枚、合計 5,950枚） 

 

・（新）韮崎新聞販売センター（韮崎市 4,700枚） 

韮崎新聞販売センター須玉（北杜市明野町 700枚、北杜市須玉町 1,450枚、合計 2,150枚） 

韮崎新聞販売センター塩崎（甲斐市双葉 850枚） 

 

２．「マルハク北部店 配布エリア見直し」 

・（旧）マルハク北部（北杜市明野町 450枚、北杜市須玉町 50枚、合計 500枚）【韮崎市エリア分】 

 

・（新）マルハク北部（北杜市明野町 450 枚、北杜市須玉町 50 枚、合計 500 枚） 

※ 取扱いエリアのみ変更となります。          【北杜市エリア分】 

 

★ 1、2共に変更は令和 5年 10 月 1日(日曜日) 折込分より実施 

 

以上 

 

※別紙、山梨県新聞販売店折込必要枚数表をご参照ください。 


